
 

 

社⻑からのメッセージ「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□」 
〜我が社の目標〜 

男性の育児休業・出生時育児休業取得率●●％以上、平均●か月以上 
女性の育児休業取得率●●％以上 

育児休業は、原則１歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協力して育児をするため積極的に取得しましょう。 
【男性が育児休業を取得するメリット】 
●父親のメリット･･･子どもの成⻑を⽇々実感できる、育児・家事スキルの向上、これまでの業務

の進め方を見直すきっかけ、時間管理能力・効率的な働き方が身につく 
●⺟親のメリット･･･育児不安やストレス軽減、就労継続・昇進意欲・社会復帰への意欲の維持 
●家族のメリット･･･育児の喜びや不安を共有することができ、家族の絆が深まる、経済的な安定 
●職場のメリット･･･仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」で

サポートしあう関係が構築（育児休業だけでなく、病気による入院や介護休業等で不
在になる可能性も）、雇用環境の改善による離職率の低下・就職希望者の増加 

１．育児休業（育休）は性別を問わず取得できます。 

２．出生時育児休業(産後パパ育休）は男性の育児休業取得を促進する制度です。 

（注）休業中の就業について労使協定を締結していない場合記載は不要です。 
 
 

対 象 者 

原則、1 歳未満の子を養育する労働者。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。夫婦同時に取得できます。 
有期雇用労働者の方は、申出時点で、子が１歳６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、

更新されないことが明らかでない場合に取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 

①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から１年以内（１歳６か月又は２歳までの育児休業の場合
は６か月以内）に雇用関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 

原則、子が 1 歳に達する⽇（１歳の誕生⽇の前⽇）までの間の労働者が希望する期間。なお、配
偶者が育児休業をしている場合は、子が１歳２か月に達するまで出産⽇と産後休業期間と育児休業
期間と出生時育児休業期間を合計して１年間以内の休業が可能（パパ・ママ育休プラス）。 

保育所等に入所できない等の理由がある場合は最⻑子が２歳に達する⽇（２歳の誕生⽇の前⽇）
まで延⻑可能。 

申 出 期 限 原則休業の１か月前（１歳６か月又は２歳までの育児休業の場合は２週間前）までに●●部□□
係に申し出てください。 

分 割 取 得 分割して２回取得可能 

対 象 者 

出生後 8 週間以内の子を養育する主に男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できます。
※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。 

有期雇用労働者の方は、申出時点で、子の出生⽇又は出産予定⽇のいずれか遅い方から８週間を
経過する⽇の翌⽇から起算して６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されないこ
とが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 

①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から８週間以内に雇用関係が終了する労働者  
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 子の出生後８週間以内の間で４週間（28 ⽇）以内の労働者が希望する期間 

申 出 期 限 

（※２週間前とする場合の記載例） 
原則休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 

（※労使協定を締結し、１か月前とする場合の記載例） 
原則休業の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。※当社では、育児・介護休業法で

義務づけられている内容を上回る措置の実施（①研修の実施、②相談窓口の設置）等を労使協定で
締結し、申出期限を１か月前までとしています。 

分 割 取 得 分割して２回取得可能（まとめて申し出ることが必要） 
休 業 中 の
就業（注） 調整等が必要ですので、希望する場合、まずは●●部□□係にご相談ください。 

 仕事と育児の両⽴を進めよう︕ 

妊娠・出産等申出時 
個別周知・意向確認書記載例（好事例） 

〜知っておこう産後の気分の不調〜 
出産後多くの方は、気分の落ち込みなどの抑うつ気分をはじめとするいわゆる「マタニティ・ブルーズ」を経験します。

一過性のことがほとんどですが、２週間以上続く場合は「産後うつ病」である可能性があるため、早めに医療機関や市町
村窓口へ相談してください。出産後は周囲のサポートが重要です。育児休業を有効に活用しましょう。 

（１／３頁） 

Ⅴ 参考様式 
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育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。 
 育児休業給付  

育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時
の賃金の 67%（180 ⽇経過後は 50%）の育児休業給付を受けることができます。 

さらに、男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内に、本人と配偶者の両方が 14
⽇以上育児休業を取得した場合、最大 28 ⽇間、休業開始時の賃金⽇額の 13%の出生後休業支援給付
を受けることができます。 

 
育児休業期間中の社会保険料の免除  

一定の要件（その月の末⽇が育児休業（出生時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合、又
はその月中に 14 ⽇以上育児休業を取得した場合。賞与に係る保険料については１か月を超える育児
休業を取得した場合）を満たしていれば、その月の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担
分ともに免除されます。 

※ 令和４年９月以前に開始した育児休業については、その月の末⽇が育児休業期間中である場合の
み、社会保険料が免除されます。 

 
 
 
 

 
３．育児休業、出生時育児休業からの復職に当たっては、仕事と育児の両立支
援制度を積極的に利用しましょう。 

（１）短時間勤務制度（注） 

 （注）労使協定により、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者を適用除外としている場合、代替
措置（①育児休業に準ずる制度、②始業時刻変更等の措置、③テレワーク等の措置のいずれか）を講じて記載して
ください。 

（２）所定外労働の制限 

（３）時間外労働の制限 

制 度 の 内 容 ３歳に満たない子を養育する場合、１⽇の所定労働時間を６時間に短縮することが
できます。 

対 象 者 
３歳に満たない子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
① 入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 １回の申出につき１か月以上１年以内の期間 
申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 
申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 
例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150 時間以内
に制限することを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 
申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 
例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 
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（４）深夜業の制限 

（５）子の看護等休暇 

 
 

短時間勤務中には、給付の支給があります。 
 育児時短就業給付  

２歳未満の子を養育するために時短勤務を実施し、受給資格を満たしていれば、原則として時短勤
務中に支払われた賃金額の 10％の育児時短就業給付を受けることができます。 

 
 
 
当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利

益な取扱いをすることはありません。 
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。 
 

 
 
育児休業・出生時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページ
のコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係へ提出してください。 
 
 
 
 
 
 

（※）産後休業をしていない場合は、育児休業も出生時育児休業も取得することができます。 

                          【提出⽇】 ●年●月●⽇ 
【提出者】 所属 □□部△△課 

氏名 ◆◆ ◆◆ 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を制限する
ことを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③子の保育ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 
例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制 度 の 内 容 小学校第３学年修了前の子を養育する場合、１年に５⽇（子が２人以上の場合は 10
⽇）まで、子の世話等のために、休暇が取得できます（時間単位の休暇も可）。 

対 象 者 
小学校第３学年修了前の子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

対 象 と な る 
事 由 

・負傷し、又は疾病にかかった子の世話 
・子に予防接種や健康診断を受けさせること 
・感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話 
・子の入園（入学）式、卒園式への参加 

申 出 先 ●●部□□係に申し出てください。 

該当するものに○  
 育児休業を取得する。 
 出生時育児休業を取得する。 
 取得する意向はない。 
 検討中 
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１．育児休業（育休）は性別を問わず取得できます。 

 
２．出生時育児休業(産後パパ育休）は男性の育児休業取得を促進する制度です。 

（注）休業中の就業について労使協定を締結していない場合記載は不要です。 
 
 

 
 

 
 
 

（裏面あり） 

対 象 者 

原則、1 歳未満の子を養育する労働者。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。夫婦同時に取得でき
ます。 

有期雇用労働者の方は、申出時点で、子が１歳６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満
了し、更新されないことが明らかでない場合に取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 

①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から１年以内（１歳６か月又は２歳までの育児休業の
場合は６か月以内）に雇用関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労
働者 

期 間 

原則、子が 1 歳に達する⽇（１歳の誕生⽇の前⽇）までの間の労働者が希望する期間。なお、
配偶者が育児休業をしている場合は、子が１歳２か月に達するまで出産⽇と産後休業期間と育
児休業期間と出生時育児休業期間を合計して１年間以内の休業が可能（パパ・ママ育休プラス）。 

保育所等に入所できない等の理由がある場合は最⻑子が２歳に達する⽇（２歳の誕生⽇の前
⽇）まで延⻑可能。 

申 出 期 限 原則休業の１か月前（１歳６か月又は２歳までの育児休業の場合は２週間前）までに●●部
□□係に申し出てください。 

分 割 取 得 分割して２回取得可能 

対 象 者 

出生後 8 週間以内の子を養育する主に男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できま
す。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。 

有期雇用労働者の方は、申出時点で、子の出生⽇又は出産予定⽇のいずれか遅い方から８週
間を経過する⽇の翌⽇から起算して６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新さ
れないことが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 

①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から８週間以内に雇用関係が終了する労働者  
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 子の出生後８週間以内の間で４週間（28 ⽇）以内の労働者が希望する期間 

申 出 期 限 

（※２週間前とする場合の記載例） 
原則休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 

（※労使協定を締結し、１か月前とする場合の記載例） 
原則休業の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。※当社では、育児・介護休業

法で義務づけられている内容を上回る措置の実施（①研修の実施、②相談窓口の設置）等を労
使協定で締結し、申出期限を１か月前までとしています。 

分 割 取 得 分割して２回取得可能（まとめて申し出ることが必要） 
休 業 中 の
就業（注） 調整等が必要ですので、希望する場合、まずは●●部□□係にご相談ください。 

妊娠・出産等申出時 

個別周知・意向確認書記載例（必要最小限事例） 

 仕事と育児の両⽴を進めよう︕ 

〜知っておこう産後の気分の不調〜 
出産後多くの方は、気分の落ち込みなどの抑うつ気分をはじめとするいわゆる「マタニティ・ブルーズ」を経験します。

一過性のことがほとんどですが、２週間以上続く場合は「産後うつ病」である可能性があるため、早めに医療機関や市町
村窓口へ相談してください。出産後は周囲のサポートが重要です。育児休業を有効に活用しましょう。 
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育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。 
 

 育児休業給付  
育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時

の賃金の 67%（180 ⽇経過後は 50%）の育児休業給付を受けることができます。 
さらに、男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内に、本人と配偶者の両方が 14 ⽇以

上育児休業を取得した場合、最大 28 ⽇間、休業開始時の賃金⽇額の 13%の出生後休業支援給付を受ける
ことができます。 

 
 育児休業期間中の社会保険料の免除  

一定の要件（その月の末⽇が育児休業（出生時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合（令
和４年 10 月以降はこれに加えてその月中に 14 ⽇以上育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料に
ついては１か月を超える育児休業を取得した場合））を満たしていれば、その月の社会保険料が被保険
者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。 

※ 令和４年９月以前に開始した育児休業については、その月の末⽇が育児休業期間中である場合の
み、社会保険料が免除されます。 

 
 
 
 
 

 
 

当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。 

また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。 
 

 
 

育児休業・出生時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページ
のコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係へ提出してください。 
 
 
 
 
 
 

（※）産後休業をしていない場合は、育児休業も出生時育児休業も取得することができます。 
                       【提出⽇】 ●年●月●⽇ 

【提出者】 所属 □□部△△課 
氏名 ◆◆ ◆◆ 

該当するものに○  
 育児休業を取得する。   
 出生時育児休業を取得する。 
 取得する意向はない。 
 検討中 
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仕事と育児の両立の支障となるような個別の事情の改善に資することがあれば、
以下を記載し、このページのコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係
へ提出してください。 
【仕事と育児の両立に関する意向】 
※以下の勤務条件や両立支援制度等について、希望の条件や利用期間があれば記載してください。 

（注１）労使協定により、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者を適用除外としている場合、代替措
置（①育児休業に準ずる制度、②始業時刻変更等の措置、③テレワーク等の措置のいずれか）を講じて項目に追加し
てください。 

（注２）事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・繰下
げ、（２）テレワーク等の措置、（３）短時間勤務制度、（４）就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇（養
育両立支援休暇）の付与、（５）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の中から２つ以上の措置を選択して
講ずる必要があります。「その他」欄では、選択して講じた措置の内容について意向の聴取を行うことが想定されます。 

 
 
【その他、仕事と育児の両立に資する就業の条件について、希望すること（その理由）】 
※障害のある子や医療的ケアを必要とする子を養育している場合や、ひとり親である等の場合であって、仕事と育児の

両立に資する就業の条件について希望することがあれば、こちらに記載してください。 
 
 
 
 
 
                          【提出⽇】 ●年●月●⽇ 

【提出者】 所属 □□部△△課 
氏名 ◆◆ ◆◆ 
 

 

項目 希望内容 
＜勤務条件＞ 

勤務時間帯（始業及び終業の時刻）  
勤務地（就業の場所）  

＜両立支援制度等の利用期間＞ 
育児休業  
短時間勤務制度（注１）  
所定外労働の制限  
時間外労働の制限  
深夜業の制限  
子の看護等休暇  
その他（注２）  

妊娠・出産等申出時 

個別の意向聴取書記載例 

労働者が妊娠・出産等を申し出た場合に実施する、育児休業・出生時育児休業に関する個別周知・意向確認と
併せて、個別の意向聴取を実施することは差し支えありません。 
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所  属 ： 製造部 企画課 
氏  名 ： 厚労 太郎さん 
取得期間： 子の出生直後から３か月間 

〜我が社、５人目の男性育児休業取得者〜 
 
（取得したいと思ったきっかけ） 
   
 
  
（配偶者の反応） 
   
 
 
（上司・同僚の反応） 
   
 
 
（取得にあたって準備したこと（仕事面）） 
   
 
 
（取得にあたって準備したこと（家庭・子育て面）） 
   
 
 
（育児休業中どう過ごしたか） 
   
 
 
（復帰後の働き方と育児について） 
   
 
 
（育児休業を取得した感想） 
   
 
 
（これから育児休業を取得する男性職員へのメッセージ） 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

育児休業取得事例記載例 

【上司からのメッセージ】 
 当課での男性育休取得は初めてでしたが、厚労さんの育休取得が業務分担の見直しと見え
る化につながり、課内全体で生産性を意識した働き方が進むきっかけとなりました。ぜひ今
後も、育児と仕事を両立して、若手社員のモデルとなってもらいたいと思います。 

育児休業の取得事例 
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我が社は仕事と育児を両立する社員を積極的にサポートします！ 
社⻑からのメッセージ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 
〜我が社の目標〜 

男性の育児休業・出生時育児休業取得率●●％以上、平均●か月以上 
女性の育児休業取得率●●％以上       

 
育児休業、出生時育児休業を積極的に取得してください！ 

そのためにも、 
●全労働者に対し年に１回以上仕事と育児の両立に関する研修を実施します！ 
●仕事と育児の両立に関する相談窓口を設置します！ 

    ●妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした方に対し、個別に制度を周知するとともに育児休業・
出生時育児休業の取得の意向を確認します！ 

 
育児休業、出生時育児休業以外の両立支援制度も積極的にご利用ください！ 

仕事と育児の両立支援制度概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児休業等に関する相談窓口、制度利
用の申し込み先 ○○部△△課（担当：□□、内線○○、メールアドレス△△） 

 
（注１）労使協定により、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者を適用除外としている場合、代替措置（①育児休業に準ずる制度、②始業時刻変更等の措置、

③テレワーク等の措置のいずれか）を講じてください。 
（注２）事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（２）テレワーク等の措置、（３）短時間勤務

制度、（４）就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇（養育両立支援休暇）の付与、（５）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の中から２つ以上
の措置を選択して講ずる必要があります。選択して講じた措置について記載してください。 

 
 

育児休業制度及び取得促進方針周知例 

社⻑の顔写真 

産前休業 
※多胎妊娠の 

場合 14 週 

出生時 
育児休業 

パ
パ
・
マ
マ 

育児時間 
マ
マ 妊婦の軽易業務転換 

・妊婦健診等を受ける時間の確保 ・⺟性健康管理措置(通勤緩和、勤務軽減等) 
・時間外労働、休日労働、深夜業の制限   

産後 
休業 

育児休業 

※特別な場合 

産前６週 産後８週 妊娠 出産 １歳 ２歳 １歳６か月 ３歳 

小学校 
入学 

小学校 
第３学年 

修了 

子の看護等休暇 

柔軟な働き方を実現
するための措置(注2) 

育児休業 

※特別な場合 

・所定外労働の制限  ・時間外労働の制限  ・深夜業の制限 

育児短時間勤務制度（注 1） 

育児休業 
※パパ・ママ育休プラスは１歳２か月 
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育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育
児休業中は就業しないことが原則です。 

子の出生後８週間以内の休業である「出生時育児休業」については、仕事を理由として育児休業の
取得をためらっている労働者であっても育児休業を取得しやすいようにする制度です。 

労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえ、労働者と事業主
が事前に調整した上での休業中の部分的な就業が可能です。 

出生時育児休業中の就業については、休業開始前までに労使協定（事業所の労働者の過半数で組織
する労働組合があるときはその労働組合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
その労働者の過半数を代表する者との書面による協定）を締結する必要があります。 

労使協定後の具体的な手続きの流れは以下①〜④のとおりです。 

①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出 
※休業開始予定⽇前⽇まで変更・撤回可能 

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補⽇・時間を提示 
（候補⽇等がない場合はその旨提示） 

  ③労働者の同意 
  ④事業主の通知 

なお、・休業開始予定⽇以後も特別の事情があれば同意の撤回が可能です。 
・就業可能⽇等の上限は、休業期間中の所定労働⽇・所定労働時間の半分です。 
・休業中の就業については「残業」させることはありません。 
 

ご注意ください。 
 出生時育児休業給付金  

給付金の対象となるのは、出生時育児休業期間中の就業⽇数が一定の水準(※)以内である場
合です。 
※ 出生時育児休業を 28 ⽇間（最大取得⽇数）取得する場合は、10 ⽇（10 ⽇を超える場合

は 80 時間）。これより短い場合は、それに比例した⽇数または時間数。 
（例：14 ⽇間の出生時育児休業の場合は、５⽇（５⽇を超える場合は 40 時間）） 

 また、出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、休業
前賃金⽇額×休業⽇数の 80％を超える場合は、当該超える額が出生時育児休業給付金から減
額されます。 
さらに、男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内に、本人と配偶者の両

方が 14 ⽇以上育児休業を取得した場合、最大 28 ⽇間、休業開始時の賃金⽇額の 13%の出生
後休業支援給付を受けることができます。 
 

 育児休業期間中の社会保険料の免除  
その月の末⽇が育児休業期間中である場合と、その月中に 14 ⽇以上育児休業を取得した場

合に、社会保険料が免除されます。また、賞与に係る保険料については１か月を超える育児休
業を取得した場合のみ免除の対象となります。この「14 ⽇以上」の⽇数には、事前に調整し
て就業した⽇は含まれません。 

※ 令和４年９月以前に開始した育児休業については、その月の末⽇が育児休業期間中であ
る場合のみ、社会保険料が免除されます。 

出生時育児休業中の就業について 

休業中の就業説明資料例 
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労働者の仕事と育児の両立のため、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じています。

夫婦で協力して育児をするため積極的に利用しましょう。 
【制度を利用するメリット】 
●労働者本人のメリット･･･子どもと一緒に過ごす時間の確保、これまでの業務の進め方を見直すきっ

かけ、時間管理能力・効率的な働き方が身につく 
●家 族 の メ リ ッ ト ･･･経済的な安定（夫婦ともに柔軟な働き方を実現しつつ就労継続することで、賃金

水準を維持することができる）、育児・家事負担の分散 
●職 場 の メ リ ッ ト ･･･仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」

でサポートしあう関係が構築（育児だけでなく、病気による入院や家族の介護等の
事情がある可能性も）、雇用環境の改善による離職率の低下・就職希望者の増加 

１．柔軟な働き方を実現するために、次の中から１つを選択して利用できます。 
（注）事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ、（２）テレワーク等の措置、（３）短時間勤務制度、（４）就業しつつ子を養育することを容易にするための休
暇（養育両立支援休暇）の付与、（５）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の中から２つ以上の措置を
選択して講ずる必要があります。ここでは（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ及び（２）テレワーク等の措置を
講じた場合の例を記載していますが、選択して講じた措置の内容について記載してください。 

（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤） 

（２）テレワーク 

 
２．その他の両立支援制度も積極的に利用しましょう。 

（１）所定外労働の制限 

 
（裏面あり） 

対 象 者 
（ 共 通 ） 

３歳から小学校就学前の子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

制 度 の 内 容 

始業及び終業時刻について、以下のように変更することができます。 
・通常勤務=午前 8 時 30 分始業、午後 5 時 30 分終業 
・時差出勤 A=午前 8 時始業、午後 5 時終業 
・時差出勤 B=午前 9 時始業、午後 6 時終業 
・時差出勤 C=午前 10 時始業、午後 7 時終業 

期 間 １回の申出につき１年以内の期間 

申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

制 度 の 内 容 
１月につき 10 ⽇を限度として、テレワークを実施することができます（時間単位で
実施可）。 
※時間単位で実施する場合は、始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得す
ることができます。 

申 出 期 限 原則としてテレワークを実施予定の２営業⽇前までに、所属⻑に申し出てください。 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と育児の両⽴を進めよう︕ 

子が３歳になる前の 

個別周知・意向確認書記載例（好事例） 
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（２）時間外労働の制限 

（３）深夜業の制限 

 
 
 

当社では、1,2 の措置の利用の申出をしたこと又は利用したことを理由として
不利益な取扱いをすることはありません。 

また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。 
 
 
 

措置の利用の意向について、以下を記載し、このページのコピーを、 年 月 
日までに、●●部□□係へ提出してください。 
（注）事業主は２つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。選択して講じた措置を記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 

（※）労働者は上記措置のうち、ひとつを選択して利用することができます。 
 

                          【提出⽇】 ●年●月●⽇ 
【提出者】 所属 □□部△△課 

氏名 ◆◆ ◆◆ 
 
 
 
 

 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150 時間以内
に制限することを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制 度 の 内 容 小学校就学前の子を養育する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を制限する
ことを請求できます。 

対 象 者 
小学校就学前の子を養育する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③子の保育ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期 間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 
例 外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

該当するものに○  
 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げをする。 
  テレワークを実施する。 
 いずれも利用する意向はない。 
 検討中 

－ 102 －



 

 

 

 
 
 
１．柔軟な働き方を実現するために、次の中から１つを選択して利用できます。 
（注）事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ、（２）テレワーク等の措置、（３）短時間勤務制度、（４）就業しつつ子を養育することを容易にするための休
暇（養育両立支援休暇）の付与、（５）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の中から２つ以上の措置を
選択して講ずる必要があります。ここでは（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ及び（２）テレワーク等の措置を
講じた場合の例を記載していますが、選択して講じた措置の内容について記載してください。 

（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤） 

（２）テレワーク 

 
２．その他の両立支援制度も積極的に利用しましょう。 

所定外労働の制限 小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できる制度 

時間外労働の制限 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150 時間以
内に制限することを請求できる制度 

深 夜 業 の 制 限 小学校就学前の子を養育する場合、午後 10 時から午前５時の深夜業を制限する
ことを請求できる制度 

 

 
 

当社では、対象措置の利用の申出をしたこと又は利用したことを理由として
不利益な取扱いをすることはありません。 

また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。 
 
 
 
 
 

（裏面あり） 

対 象 者 
（ 共 通 ） 

３歳から小学校就学前の子を養育する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

制 度 の 内 容 

始業及び終業時刻について、以下のように変更することができます。 
・通常勤務=午前 8 時 30 分始業、午後 5 時 30 分終業 
・時差出勤 A=午前 8 時始業、午後 5 時終業 
・時差出勤 B=午前 9 時始業、午後 6 時終業 
・時差出勤 C=午前 10 時始業、午後 7 時終業 

期 間 １回の申出につき１年以内の期間 

申 出 期 限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

制 度 の 内 容 
１月につき 10 ⽇を限度として、テレワークを実施することができます（時間単位で
実施可）。 
※時間単位で実施する場合は、始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得す
ることができます。 

申 出 期 限 原則としてテレワークを実施予定の２営業⽇前までに、所属⻑に申し出てください。 

 仕事と育児の両⽴を進めよう︕ 

子が３歳になる前の 

個別周知・意向確認書記載例（必要最小限事例） 
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対象措置の利用の意向について、以下を記載し、このページのコピーを、  年 
月 日までに、●●部□□係へ提出してください。 
（注）事業主は２つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。選択して講じた措置を記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 

（※）労働者は対象措置のうち、ひとつを選択して利用することができます。 
 

                          【提出⽇】 ●年●月●⽇ 
【提出者】 所属 □□部△△課 

氏名 ◆◆ ◆◆ 
 
 
 

該当するものに○  
 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げをする。 
  テレワークを実施する。 
 いずれも利用する意向はない。 
 検討中 
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仕事と育児の両立の支障となるような個別の事情の改善に資することがあれば、
以下を記載し、このページのコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係
へ提出してください。 
【仕事と育児の両立に関する意向】 
※ 以下の勤務条件や両立支援制度等について、希望の条件や利用期間があれば記載してください。 

（注１）事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・繰
下げ、（２）テレワーク等の措置、（３）短時間勤務制度、（４）就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
（養育両立支援休暇）の付与、（５）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の中から２つ以上の措置を選
択して講ずる必要があります。ここでは（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ及び（２）テレワーク等の措置を講
じた場合の例を記載していますが、①、②の欄には選択して講じた措置の内容について記載してください。 

（注２）「その他」欄では、育児休業、短時間勤務について法を上回る範囲の労働者に適用している等の場合に、当該制度つ
いて意向の聴取を行うことが想定されます。 

 
 
【その他、仕事と育児の両立に資する就業の条件について、希望すること（その理由）】 
※障害のある子や医療的ケアを必要とする子を養育している場合や、ひとり親である等の場合であって、仕事と育児の

両立に資する就業の条件について希望することがあれば、こちらに記載してください。 
 
 
 
 
 
                          【提出⽇】 ●年●月●⽇ 

【提出者】 所属 □□部△△課 
氏名 ◆◆ ◆◆ 

 
 

項目 希望内容 
＜勤務条件＞ 

勤務時間帯（始業及び終業の時刻）  
勤務地（就業の場所）  

＜両立支援制度等の利用期間＞ 
所定外労働の制限  
時間外労働の制限  
深夜業の制限  
子の看護等休暇  
柔軟な働き方を
実現するための
措置（注１） 

① 始業・終業時刻の
繰上げ・繰下げ  

② テレワーク  
その他（注２）  

労働者の子が３歳に達するまでの時期に実施する、柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別周知・意
向確認と併せて、個別の意向聴取を実施することは差し支えありません。 

子が３歳になる前の 

個別の意向聴取書記載例 
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介護休業等の制度を利用して、仕事と介護の両立を図りましょう。 

１．介護休業は介護の体制を構築するための休業です。 
介護休業の期間中に、復帰後の仕事と介護の両立を見据えて、介護サービス利用等の方針

を決定しましょう。 

２．介護休暇は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です。 
介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなどに対応するために、利

用しましょう。 

３．その他の両立支援制度も利用して、仕事と介護を両立しましょう。 
⽇常的な介護のニーズに定期的に対応するため、以下の制度も利用しましょう。 

（１）所定外労働の制限 

（２）時間外労働の制限 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
有期雇用労働者の方は、申出時点で、介護休業取得予定⽇から起算して 93 ⽇

経過する⽇から６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から 93 ⽇以内に雇用関係が終了する労働者 
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 対象家族１人につき通算 93 ⽇までの間の労働者が希望する期間 
対象家族の範囲 配偶者（事実婚を含む）、⽗⺟、子、配偶者の⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫 

申出期限 休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 
分割取得 ３回に分割して取得可能 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、１年に５⽇（対象家族が２人以上の場
合は 10 ⽇）まで、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できます（時間単位
の休暇も可）。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

申出先 ●●部□□係に申し出てください。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求でき
ます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150
時間以内に制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と介護を両⽴しよう︕ 

介護休業及び介護両立支援制度等 
個別周知・意向確認書記載例（好事例） 

（１／３頁） 
－ 107 －



 

（３）深夜業の制限 

（４）介護のための短時間勤務制度（事業主が選択した措置を記載。注） 

（注）事業主は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、（１）短時間勤務の制度、（２）フレックス
タイム制、（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（４）労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
他これに準ずる制度のいずれかを講ずる必要があります。ここでは（１）短時間勤務の制度を導入した場合
の例を記載していますが、その他の措置を講じている場合は、講じた措置について記載してください。 

 
介護休業には、給付の支給があります。 

 介護休業給付金  
介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%の介護休業給

付金を受けることができます。 

介護保険制度も活用しましょう。 
 介護保険制度・介護サービス  

40 歳から 64 歳の方については、ご自身が加齢に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高
くなることに加えて、親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。介
護保険制度は、介護保険加入者（40 歳以上の方）の保険料負担により、老後の不安の原因である介護
を社会全体で支えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を
制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③介護ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、１⽇の所定労働時間を●時間に短縮す
ることができます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者  
②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者  

期間・回数 対象家族１人につき、利用開始の⽇から連続する３年の間で２回まで 
申出期限 原則開始の⽇の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 

（２／３頁） 
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当社では、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。 

また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。 
 
 
介護休業・介護両立支援制度の取得・利用の意向について、以下を記載し、この
ページのコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係へ提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※）介護休業以外の制度は、組み合わせて利用することができます。 
（注）介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、短時間勤務制度以外の措置を講じている場合は、 

講じた措置を記載してください。 

 
                       【提出⽇】 ●年●月●⽇ 

【提出者】 所属 □□部△△課 
氏名 ◆◆ ◆◆

該当するものに○  
 介護休業を取得する。   
 介護休暇を取得する。 
 所定外労働の制限を利用する。 
 時間外労働の制限を利用する。 
 深夜業の制限を利用する。 
 介護のための短時間勤務制度を利用する。（注） 
 いずれも取得・利用する意向はない。 
 検討中 

（３／３頁） 
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１．介護休業は介護の体制を構築するための休業です。 

２．介護休暇は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です。 

３．その他の両立支援制度も利用して、仕事と介護を両立しましょう。 
（１）所定外労働の制限    （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

（２）時間外労働の制限    （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

（３）深夜業の制限      （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
有期雇用労働者の方は、申出時点で、介護休業取得予定⽇から起算して 93 ⽇

経過する⽇から６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から 93 ⽇以内に雇用関係が終了する労働者 
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 対象家族１人につき通算 93 ⽇までの間の労働者が希望する期間。 
対象家族の範囲 配偶者（事実婚を含む）、⽗⺟、子、配偶者の⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫 

申出期限 休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 
分割取得 ３回に分割して取得可能 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、１年に５⽇（対象家族が２人以上の場
合は 10 ⽇）まで、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できます（時間単位
の休暇も可）。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

申出先 ●●部□□係に申し出てください。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求でき
ます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150
時間以内に制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を
制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③介護ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と介護を両⽴しよう︕ 

介護休業及び介護両立支援制度等 
個別周知・意向確認書記載例（必要最小限事例） 

（裏面あり） 
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（４）介護のための短時間勤務制度（事業主が選択した措置を記載。注） 

（注）事業主は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、（１）短時間勤務の制度、（２）フレックス
タイム制、（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（４）労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
他これに準ずる制度のいずれかを講ずる必要があります。ここでは（１）短時間勤務の制度を導入した場合
の例を記載していますが、その他の措置を講じている場合は、講じた措置について記載してください。 

 
 

介護休業には、給付の支給があります。 
 介護休業給付金  

介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%の介護休業給
付金を受けることができます。 

 
 
当社では、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利

益な取扱いをすることはありません。 
また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。 

 
 
介護休業・介護両立支援制度の取得・利用の意向について、以下を記載し、この
ページのコピーを、  年 月 日までに、●●部□□係へ提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※）介護休業以外の制度は、組み合わせて利用することができます。 
（注）介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、短時間勤務制度以外の措置を講じている場合は、 

講じた措置を記載してください。 

 
                       【提出⽇】 ●年●月●⽇ 

【提出者】 所属 □□部△△課 
氏名 ◆◆ ◆◆ 

 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、１⽇の所定労働時間を短縮することが
できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者  
②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間・回数 対象家族１人につき、利用開始の⽇から連続する３年の間で２回まで 
申出期限 原則開始の⽇の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 

該当するものに○  
 介護休業を取得する。   
 介護休暇を取得する。 
 所定外労働の制限を利用する。 
 時間外労働の制限を利用する。 
 深夜業の制限を利用する。 
 介護のための短時間勤務制度を利用する。（注） 
 いずれも取得・利用する意向はない。 
 検討中 
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介護はいつ始まるか分かりません。だからこそ、いざというときに慌てないよう、事前に利用でき

る制度等を把握しておきましょう。 
【介護に備えて確認しておきましょう】 
●仕事と介護の両立支援制度･･･仕事と介護の両立のために利用できる、介護休業等の両立支援制

度を確認しましょう。 
●介護休業給付金･･･介護休業を取得した場合に受けられる経済的支援について、受給資格や支給

要件を確認しましょう。 
●介護保険制度・介護サービス･･･40 歳以上の方は介護保険に被保険者として加入します。介護保

険制度の内容や、被保険者が利用できる介護サービスについて
確認しましょう。 

 仕事と介護の両立支援制度  
１． 介護休業は介護の体制を構築するための休業です。 

介護休業の期間中に、復帰後の仕事と介護の両立を見据えて、介護サービス利用等の方針を
決定しましょう。 

２．介護休暇は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です。 
介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなどに対応するために、利

用しましょう。 

３．その他の両立支援制度も利用して、仕事と介護を両立しましょう。 
⽇常的な介護のニーズに定期的に対応するため、以下の制度も利用しましょう。 

（１）所定外労働の制限 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
有期雇用労働者の方は、申出時点で、介護休業取得予定⽇から起算して 93 ⽇

経過する⽇から６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から 93 ⽇以内に雇用関係が終了する労働者 
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 対象家族１人につき通算 93 ⽇までの間の労働者が希望する期間 
対象家族の範囲 配偶者（事実婚を含む）、⽗⺟、子、配偶者の⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫 

申出期限 休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 
分割取得 ３回に分割して取得可能 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、１年に５⽇（対象家族が２人以上の場
合は 10 ⽇）まで、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できます（時間単位
の休暇も可）。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

申出先 ●●部□□係に申し出てください。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求でき
ます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と介護の両⽴を考えよう︕ 
 40 歳情報提供記載例（好事例） 
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（２）時間外労働の制限 

（３）深夜業の制限 

（４）介護のための短時間勤務制度（事業主が選択した措置を記載。注） 

（注）事業主は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、（１）短時間勤務の制度、（２）フレックス
タイム制、（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（４）労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
他これに準ずる制度のいずれかを講ずる必要があります。ここでは（１）短時間勤務の制度を導入した場合
の例を記載していますが、その他の措置を講じている場合は、講じた措置について記載してください。 

 
介護休業には、給付の支給があります。 

 介護休業給付金  
介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%の介護休業給

付金を受けることができます。 

介護保険制度も活用しましょう。 
 介護保険制度・介護サービス  

40 歳から 64 歳の方については、ご自身が加齢に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高
くなることに加えて、親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。介
護保険制度は、介護保険加入者（40 歳以上の方）の保険料負担により、老後の不安の原因である介護
を社会全体で支えています。 

 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150
時間以内に制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を
制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③介護ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
申出期限 開始の⽇の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、１⽇の所定労働時間を●時間に短縮す
ることができます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者  
②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間・回数 対象家族１人につき、利用開始の⽇から連続する３年の間で２回まで 
申出期限 原則開始の⽇の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 

（２／３頁） 
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当社では、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。 

また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。 

（３／３頁） 
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介護はいつ始まるか分かりません。だからこそ、いざというときに慌てないよう、事前に利用でき

る制度等を把握しておきましょう。 

１． 介護休業は介護の体制を構築するための休業です。 

２．介護休暇は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です。 

３．その他の両立支援制度も利用して、仕事と介護を両立しましょう。 
（１）所定外労働の制限    （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

（２）時間外労働の制限    （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

 

 

 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
有期雇用労働者の方は、申出時点で、介護休業取得予定⽇から起算して 93 ⽇

経過する⽇から６か月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでない場合取得できます。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②申出の⽇から 93 ⽇以内に雇用関係が終了する労働者 
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 対象家族１人につき通算 93 ⽇までの間の労働者が希望する期間。 
対象家族の範囲 配偶者（事実婚を含む）、⽗⺟、子、配偶者の⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫 

申出期限 休業の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 
分割取得 ３回に分割して取得可能 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、１年に５⽇（対象家族が２人以上の場
合は 10 ⽇）まで、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できます（時間単位
の休暇も可）。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

申出先 ●●部□□係に申し出てください。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求でき
ます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞（※対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例） 
①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を１月 24 時間、１年 150
時間以内に制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と介護の両⽴を考えよう︕ 

 40 歳情報提供記載例（必要最小限事例） 

（裏面あり） 
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（３）深夜業の制限      （申出期限）開始の⽇の１か月前 （申出先）●●部□□係 

（４）介護のための短時間勤務制度（事業主が選択した措置を記載。注） 

（注）事業主は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、（１）短時間勤務の制度、（２）フレックス
タイム制、（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（４）労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
他これに準ずる制度のいずれかを講ずる必要があります。ここでは（１）短時間勤務の制度を導入した場合
の例を記載していますが、その他の措置を講じている場合は、講じた措置について記載してください。 

 
介護休業には、給付の支給があります。 

 介護休業給付金  
介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%の介護休業給

付金を受けることができます。 
 
 
当社では、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利

益な取扱いをすることはありません。 
また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を
制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 
＜対象外＞ 
①⽇々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③介護ができる同居の家族がいる労働者 
④１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間 
例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、１⽇の所定労働時間を短縮することが
できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（⽇々雇用労働者を除く）。 
＜対象外＞ 
①入社１年未満の労働者  
②１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者 

期間・回数 対象家族１人につき、利用開始の⽇から連続する３年の間で２回まで 
申出期限 原則開始の⽇の２週間前までに●●部□□係に申し出てください。 
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所  属 ： 製造部 企画課 
氏  名 ： 厚労 太郎さん 
取得期間： １回目：○○年○月○⽇〜○月○⽇、２回目：○○年○月○⽇〜○月○⽇ 

 
（取得したきっかけ） 
 
 
 
 
 
（介護休業中、復職に向けてどのように対応したか） 
 
 
 
 
 
（復帰後の働き方と介護について） 
 
 
 
 
 
（介護休業を取得した感想） 
 
 
 
 
 
（仕事と介護の両立経験者からのメッセージ） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護休業取得事例記載例 

【上司からのメッセージ】 
 当課での介護休業取得は厚労さんが初めてでした。介護はいつ始まるか分からないとは正
にそのとおりで、厚労さんから相談を受けたときは突然のことで驚きましたが、休業中に介
護の体制を整えて、復職後も仕事と介護を両⽴しながら引き続き活躍されており、頼もしく
思います。 

みなさんも、家族の介護に直面した場合は、いつでも相談してください。ひとりで抱え込
まないことが⼤切です。 

介護休業の取得事例 
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所  属 ： 製造部 企画課 
氏  名 ： 厚労 花子さん 
利用期間： ○○年○月○⽇〜○月○⽇ 

 
（利用したきっかけ） 
 
 
 
 
（利用にあたって準備したこと（仕事面）） 
 
 
 
 
（利用にあたって準備したこと（家庭面）） 
 
 
 
 
（制度利用中の働き方と介護について） 
 
 
 
 
（○○制度を利用した感想） 
 
 
 
 
 
（仕事と介護の両立経験者からのメッセージ） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

介護両立支援制度等利用事例記載例 

【上司からのメッセージ】 
 厚労さんの○○制度利⽤にあたり、課内の連絡体制の⾒直しを⾏いました。突発的な事情
で休まざるを得ない⼈が発生した場合でも、円滑に業務が継続できる組織となりました。 
 引き続き、家族の事情に対応し、両⽴⽀援制度を活⽤して働き続けられる環境を整えてい
きます。 

○○制度の利用事例 

－ 118 －



 

 
我が社は仕事と介護を両立する社員を 

積極的にサポートします！ 
 
社長からのメッセージ 
 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 
〜我が社の目標〜 

介護を理由として退職する社員を生じさせない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
≪短期の休暇が必要な場合≫ 
● 介護休暇：対象家族１人につき年に５⽇以内、２人以上なら年 10 ⽇以内。 

時間単位でも取得可能。 
 （趣旨）介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、日常的な介護の

ニーズにスポット的に対応するためのもの 
≪⻑期の休業が必要な場合≫ 
● 介護休業：対象家族１人につき、通算 93 ⽇の範囲内で合計３回。 
       介護休業給付金（休業開始時の賃金の 67％）も存在。 

（趣旨）介護休業は、緊急対応のための介護を担うと同時に、仕事と介護の両立のための
体制を構築（認定申請、ケアマネ決定、施設見学など）するため一定期間休業す
る場合に対応するためのもの 

≪仕事をしながら介護に対応する場合≫ 
● 所定労働時間の短縮等の措置： 

①所定労働時間の短縮、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、
④介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度の中から１つ以上の選択的措置義務。
３年以上の間で２回以上利用可能。 
（趣旨）デイサービスの送迎など日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの 

 
 

社⻑の 

顔写真 

介護休業及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例 

仕事と介護の両立支援制度や介護保険制度等による
介護サービスを必要に応じて活用しましょう！ 

介護の課題に直面したら、ひとりで抱え込まずに 
職場の上司や人事に相談しましょう！ 
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